
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

既
存
の
建
物
の
取
引
に
お
け
る
情
報
提
供
の
充
実

一

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
既
存
の
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
建
物
状
況
調
査
を
実

施
す
る
者
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
既
存
の
建
物
の
取
得
者
又
は
借
主
と
な
る
者
に
対
し
て
、
当
該
既
存
の
建
物
の
売
買
、
交
換

又
は
貸
借
の
契
約
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
、
宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
建
物
状
況
調
査
の
結
果
の
概
要
並
び
に
建
物

の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
に
関
す
る
書
類
の
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

三

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
既
存
の
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
等
の
状
況
に
つ
い
て
当
事
者
の
双
方
が
確
認
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
事
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）



第
二

宅
地
建
物
取
引
業
の
業
務
の
適
正
化
及
び
効
率
化

一

媒
介
契
約
を
締
結
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
媒
介
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換

の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
依
頼
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
二
関
係
）

二

宅
地
又
は
建
物
の
取
得
者
又
は
借
主
と
な
る
者
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
重
要
事
項
の
説
明
に
つ

い
て
は
、
説
明
を
要
せ
ず
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付
の
み
で
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

第
三

営
業
保
証
金
制
度
等
の
改
善

宅
地
建
物
取
引
業
者
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
、
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
、
営
業
保
証
金
又

は
弁
済
業
務
保
証
金
に
つ
い
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
及
び
第
六
十
四
条
の
八
関
係
）

第
四

宅
地
建
物
取
引
士
等
に
対
す
る
研
修
の
充
実

一

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
全
国
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
に
対



し
て
、
宅
地
建
物
取
引
士
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
助
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
四
条
の
三
関
係
）

二

宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
宅
地
建
物
取
引
士
等
が
そ
の
職
務
に
関
し

必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
習
得
で
き
る
よ
う
、
体
系
的
な
研
修
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
の
二
関
係
）

第
五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
一
に
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）


